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住民基本台帳
に関する事務

番号法
・第7条、第16
条、第17条

住基法
・第５条、第６
条、第７条、第８
条、第１２条、第
１２条の４、第１
４条、第２２条、
第２４条の２、第
３０条の６、
第３０条の１０、
第３０条の１２

評価書
番号

3

1

2

番号法第9条第
1項、別表の24
項
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律別表の主務
省令で定める事
務を定める命令
第16条

法令上の
根拠

番号法　第9条
第1項、別表の
24項、第9条第2
項、第19条第10
号
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律別表の主務
省令で定める事
務を定める命令
第16条

事務の名称 システムの名称

○ 令和7年10月10日

前回実施日 次回実施予定日

住基システム
証明書自動交付機
システム
証明書コンビニ交
付システム
中間サーバー
住基ネットＣＳ
申請管理システム

住民税システム
申告受付支援シス
テム
地方税電子申告支
援サービス
課税資料イメージ
管理サービス
統合宛名システム
中間サーバー

固定資産税に
関する事務

固定資産税システ
ム
地方税電子申告支
援サービス
統合宛名システム
中間サーバー
通知IFS

個人住民税に
関する事務

令和8年4月24日 基礎

担当部署

税務課

前回実施日

市民課2026年 9月頃

2026年

2027年

情報
連携

○

○ 令和7年10月10日

次回実施予定日

税務課

しきい値
判断

基礎

基礎

特定個人情報保護評価計画管理書
基礎項目評価 重点項目／全項目評価

9月頃

6月頃

備考



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

番号法第９条第
１項、別表の第
24,44,85,100,127
項
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律別表の主務
省令で定める事
務を定める命令
第16条、第24
条、第46条、第
50条、第68条

4

5

番号法第９条第
１項、別表の第
24,44,85,100,127
項
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律別表の主務
省令で定める事
務を定める命令
第16条、第24
条、第46条、第
50条、第68条

番号法第9条第
1項、別表の24
項
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律別表の主務
省令で定める事
務を定める命令
第16条

6 令和7年10月10日

軽自動車税システ
ム
統合宛名システム
中間サーバー
通知IFS

○

収納消込システム
総合窓口システム
（※１）
統合宛名システム

×

軽自動車税に
関する事務

地方税及び保険税
の納付管理に
関する事務

令和8年4月24日○

基礎
地方税及び保険税
の滞納管理に
関する事務

滞納整理システム
統合宛名システム

2027年

2026年

2026年

基礎令和7年10月10日

税務課

税務課

基礎 税務課6月頃

9月頃

9月頃



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

8

第9条第1項及
び別表　46の項
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
別表の主務省
令で定める事務
を定める命令
第24条の2

7

番号法第９条第
１項、別表の第
２４、４４項
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律別表の主務
省令で定める事
務を定める命令
第１６条、第２４
条
、国民健康保険
法　第１１３条の
３　第１項及び
第２項

9

番号法第9条第
1項、別表の24
項
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律別表の主務
省令で定める事
務を定める命令
第16条

国民健康保険の
資格管理に
関する事務

国民年金に
関する事務

国民健康保険税の
賦課に関する事務

国民健康保険（賦
課）システム
特別徴収管理シス
テム
統合宛名システム
中間サーバー・ソフ
トウェア

○

国民年金システム
統合宛名システム
総合窓口システム

国民健康保険(資
格)システム
統合宛名システム
国保情報集約シス
テム
国保総合システム
医療保険者等向け
中間サーバー等
オンライン資格確認
等システム

基礎

基礎○ 令和7年10月10日

○ 令和7年10月10日

2026年

2026年

税務課

基礎 市民課

市民課

令和7年10月10日 2026年

9月頃

9月頃

9月頃



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

10

番号法第９条第
１項，別表第一
の第30項並びに
内閣府・総務省
令第24条

11

番号法第９条第
１項、別表の第
４４項
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律別表の主務
省令で定める事
務を定める命令
第２４条４条

12
後期高齢者医療
保険に関する
事務

後期高齢者医療シ
ステム
特別徴収管理シス
テム
統合宛名システム
後期高齢者医療広
域連合電算処理シ
ステム(標準システ
ム）
総合窓口システム

○

国民健康保険の
保険給付に
関する事務

国保給付システム
統合宛名システム
医療保険者等向け
中間サーバー等
国保情報集約シス
テム
国保総合システム

基礎令和7年10月10日

令和7年10月10日 基礎 市民課

国民健康保険税の
滞納対策に
関する事務

国保滞納対策シス
テム
統合宛名システム
中間サーバー・ソフ
トウェア

○ 令和7年10月10日

市民課

税務課

番号法第９条第
１項、別表　第
85項
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律別表の主務
省令で定める事
務を定める命令
第46条

○

2026年

2026年

2026年

9月頃

9月頃

9月頃

廃止



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

就学管理システム

統合宛名システム

中間サーバー・ソフ
トウェア

○ 令和7年10月10日

高齢福祉課

かすみ保健
福祉セン
ター

学校教育課

14

番号法第9条第
1項、別表の第
111項並びに行
政手続きにおけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律別
表の主務省令で
定める事務を定
める命令第54条

健康増進関係事務
健康管理システム
統合宛名システム
中間サーバー

○ 令和7年10月10日 基礎

13

番号法第９条第
１項、別表の100
の項並びに行政
手続における特
定の個人を識別
するための番号
の利用等に関す
る法律別表の主
務省令で定める
事務を定める命
令　第50条

介護保険関係事務

介護保険システム
収納消込システム
滞納整理システム
特別徴収管理シス
テム
統合宛名システム
中間サーバー
伝送通信ソフト
サービス検索・電子
申請機能
申請管理システム

○ 令和7年10月10日 基礎

15

番号法第9条第
１項、別表第一
の第27項
行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律別
表第一の主務
省令で定める事
務を定める命令
第23条

就学管理関係事務　

2026年

2026年

2026年

9月頃

9月頃

9月頃 廃止



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

16

番号法第９条第
１項，別表第１４
項及び１２６項
行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律別
表の主務省令で
定める事務を定
める命令第６７
条の２
番号法第19条
第16号
番号法第19条
第6号

17

番号法第９条第
２項
・潮来市行政手
続における特定
の個人を識別す
るための番号の
利用等に関する
法律に基づく個
人番号の利用
及び特定個人
情報の提供に
関する条例第４
条第２項

市民課

かすみ保健
福祉セン
ター

予防接種関係事務

健康管理システム
（予防接種）
統合宛名システム
中間サーバー
ワクチン接種記録
システム（VRS）

○ 令和7年10月10日 基礎

医療福祉費支給
に関する事務

医療費助成システ
ム，
宛名管理システム，
中間サーバー

○ 令和7年10月10日 基礎

18

番号法第9条第
１項　別表127項
行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律別
表の主務省令で
定める事務を定
める命令　第68
条

子ども子育て
支援関係事務

子ども子育て支援
システム
総合宛名システム
中間サーバー
サービス検索・電子
申請機能
申請管理システム

○ 令和7年10月10日 基礎 子育て支援課

2026年

2026年

2026年

9月頃

9月頃

9月頃



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

○ 令和7年10月10日 基礎

子育て支援課

20

番号法第番号
法第９条第２項
・潮来市行政手
続における特定
の個人を識別す
るための番号の
利用等に関する
法律に基づく個
人番号の利用
及び特定個人
情報の提供に
関する条例第４
条第２項

すこやか医療福祉
費支給に関する
事務

医療費助成システ
ム，
宛名管理システム，
中間サーバー

市民課

19

番号法第9条第
1項、別表の第
81の項
行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律別
表の主務省令で
定める事務を定
める命令第44条

児童手当又は
特例給付の支給
に関する事務

児童手当システム
統合宛名システム
中間サーバー・ソフ
トウェア
サービス検索・電子
申請機能
申請管理システム

○ 令和7年10月10日 基礎

企画政策課21

・行政手続にお
ける特定の個人
を識別する為の
番号の利用等
に関する法律
（番号法）第9条
第1項 別表第1
第16項
・地方税法附則
第７条第5項、第
12項
・番号法第9条
第4項
・番号法第19条
8号

寄付金税額控除
に係る申告特例
（ふるさと納税
ワンストップ特例）
に関する事務

ワンストップ特例申
請システム
eLTAX(団体間回送
機能)

○ 令和7年10月10日 基礎

2026年

2026年

2026年

9月頃

9月頃

9月頃



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

番号法第９条第
１項、別表第一
第１０１項
番号法別表第
一の主務省令で
定める事務を定
める命令　第７４
条

住民税非課税世帯
等に対する臨時特
別給付金の支給に
関する事務

特別定額給付金シ
ステム
統合宛名システム
中間サーバー

○ 令和7年10月10日

22

番号法第９条第
１項、別表第70
項
並びに行政手続
における特定の
個人を識別する
ための番号の利
用等に関する法
律第十九条第
八号に基づく利
用特定個人情
報の提供に関す
る命令第108条

母子保健関係事務

健康管理システム
統合宛名システム
中間サーバー
サービス検索・電子
申請機能（マイナ
ポータル）　※子育
てワンストップサー
ビスを導入する場
合

○ 令和7年10月10日 基礎
かすみ保健
福祉セン
ター

かすみ保健
福祉セン
ター

24 社会福祉課

23

番号法第９条第
１項、別表126項
行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律別
表の主務省令で
定める事務を定
める命令第６７
条の２

新型インフルエン
ザ等対策措置法
による予防接種
の実施に関する
事務

健康管理システム
統合宛名システム
中間サーバー

○ 令和7年10月10日 基礎

2026年

2026年

2026年

9月頃

9月頃

9月頃 廃止



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

社会福祉課、子育て支援課

26

番号法第９条第
２項
・潮来市行政手
続における特定
の個人を識別す
るための番号の
利用等に関する
法律に基づく個
人番号の利用
及び特定個人
情報の提供に
関する条例第４
条第２項

住登外宛名情報
管理に関する事務

統合宛名システム × 令和7年10月10日 基礎 企画政策課

25

番号法第９条第
１項、別表第１３
５項
番号法別表の
主務省令で定め
る事務を定める
命令第７４条条

価格高騰緊急支援
給付金に係る給付
に関する事務

特別定額給付金シ
ステム
統合宛名システム
中間サーバー

○ 令和8年2月10日 基礎

2026年

2026年 9月頃

9月頃


